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令
和
五
年
五
月
二
十
六
日
に
施
行
さ
れ
た
「
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
」
（
以
下
「
盛
土
規
制
法
」
と
い
う
。
）

は
、
令
和
三
年
に
静
岡
県
熱
海
市
で
大
雨
に
伴
っ
て
盛
土
が
崩
落
し
、
大
規
模
な
土
石
流
災
害
が
発
生
し
た
こ
と
や
、
危
険
な

盛
土
等
に
関
す
る
法
規
制
が
不
十
分
で
あ
る
エ
リ
ア
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
土
地
の
用
途
に
か
か
わ
ら
ず
、
危

険
な
盛
土
等
を
包
括
的
に
規
制
す
る
趣
旨
に
よ
り
成
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
施
行
さ
れ
て
か
ら
の
運
用
実
績
が
未

だ
積
み
重
な
っ
て
い
な
い
段
階
で
あ
る
た
め
、
盛
土
規
制
法
の
解
釈
・
運
用
に
つ
い
て
は
あ
い
ま
い
な
部
分
が
あ
り
、
改
善
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
、
以
下
、
政
府
の
見
解
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

一 

「
土
地
の
形
質
の
変
更
」
の
該
当
範
囲
に
つ
い
て 

 
 

宅
地
の
造
成
を
目
的
と
し
た
一
連
の
工
事
に
お
い
て
、
既
存
建
物
の
解
体
、
既
存
擁
壁
の
解
体
、
そ
れ
に
伴
う
切
土
又
は

盛
土
、
新
た
な
擁
壁
の
築
造
、
及
び
新
築
建
物
の
建
設
が
一
体
と
し
て
計
画
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
工
程
全
体
で
発
生
す

る
切
土
及
び
盛
土
の
合
計
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
と
き
、
こ
の
一
連
の
工
事
は
盛
土
規
制
法
に
定
め
る
「
土

地
の
形
質
の
変
更
」
に
該
当
す
る
と
の
理
解
は
正
し
い
か
。 

二 

許
可
申
請
の
必
要
な
時
期
に
つ
い
て 



 

２ 

 

 
 

右
記
一
に
該
当
す
る
「
土
地
の
形
質
の
変
更
」
を
伴
う
工
事
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
、
「
土
地
の
形
質
の
変
更
」
に
あ
た

る
か
否
か
の
判
断
基
準
が
完
成
時
で
あ
る
と
し
て
も
、
工
事
着
手
前
に
許
可
を
得
て
い
な
け
れ
ば
、
当
該
工
事
は
無
許
可
工

事
と
し
て
法
の
規
制
対
象
と
な
る
の
か
。 

三 

無
許
可
工
事
に
対
す
る
法
令
上
の
措
置
に
つ
い
て 

 
 

面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
切
土
・
盛
土
を
伴
う
「
土
地
の
形
質
の
変
更
」
が
、
法
第
十
二
条
第
一
項
、
又
は

法
第
三
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
着
手
・
実
施
さ
れ
た
場
合
、
法
に
お
け
る
無
許
可
工
事
と
み
な
さ
れ
、
法
第
二

十
条
第
二
項
第
一
号
、
又
は
法
第
三
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
基
づ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
等
が
工
事
施
行
停
止
命
令
、
災

害
防
止
措
置
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


